
事業系廃棄物減量計画書の提出について（電子申請の流れ） 

 

名古屋市では、事業系廃棄物の減量・適正処理を進めるため、一定規模以上の事業用建築物の所有

者に「事業系廃棄物減量計画書」の毎年５月３１日までの提出が義務付けられています。 

減量計画書の様式は名古屋市公式ウェブサイト（https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000075839.html） 

に掲載しています。事前に提出書類をデータで作成のうえ、以下の手順に従いぜひ電子申請による提

出をお願いします。 

 

１．電子申請フォームへアクセス 

 

 

名古屋市公式ウェブサイトトップページのメニューから 

「電子申請サービス」（https://ttzk.graffer.jp/city-nagoya） 

にアクセス。 

 

 

 

 

続いて、名古屋市電子申請サービスページの 

検索欄に「減量計画書」と入力。 

 

 

 

2.検索結果から申請ページへ進む 

 

 

検索結果が表示されるため、 

「事業用廃棄物減量計画書及び 

廃棄物管理責任者選任（変更）届出 

書の提出について」をクリック。 

 

 

 

 

続いて、申請リンク「事業系廃棄物 

減量計画書及び廃棄物管理責任者 

選任（変更）届出書の提出について」 

をクリック。 
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3．ログインまたはメール認証を行い、申請に進む 

 

以下の 2 つの方法で申請することができます。 

 

① Graffer アカウントを利用する場合 

「新規登録またはログインして申請」をクリック。 

 

② Graffer アカウントを利用しない場合 

「アカウント登録せずにメールで申請」をクリック。 

メールアドレスを入力するとメールアドレス認証のための 

URL が記載されたメールが届くため、 

その URL をクリックして認証を完了させてください。 

その後申請ページの画面に切り替わります。 

 

 

 

5.申請内容を入力し、申請を完了する 

 

利用規約に同意し、入力を進めてください。 

 

申請に不備があった場合などに連絡をすることがあるため、 

担当者名・電話番号は誤りがないよう注意してください。 

 

提出書類のアップロードは最大１０件です。 

Excel、Word、PDF 形式などのファイルを 

アップロードできます。 

 

申請が完了すると、登録したメールアドレス宛に 

申請受付メールが届きます。 

また、申請の確認が完了した場合や差し戻しと 

なった場合にもメールが届きます。 

 

注意事項 

 

・写しの交付はできません。作成したデータは自身で保管してください。 

・届出内容の確認のため、電話やメールにて連絡をする場合があります。 

・届出内容の確認には数日～1 か月程度時間を要します。 

・「廃棄物管理責任者選任（変更）届出書」・「多量廃棄物減量計画書」も同じ方法で提出が可能です。 

 

環境局資源循環部資源循環推進課 事業系ごみ対策担当 （☎052-972-2390） 


